
◇特定動物について
・特定動物（ワニや一部のサル・ヘビ
などの危害を加えるおそれのある危険
な動物）は、法律により原則飼うこと
が禁止されています。

問①〜④

◇千葉県動物愛護センターからお知らせ
・犬の正しい飼い方・しつけ方教室を
定期的に開催しています。
・動物を飼う前や暮らすときに気をつ
けてほしいことについての動画を公開
しています。
問②③
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別表１
令和８年１月31日収集分まで 令和８年２月１日収集分から

・�１回の収集量30リットルまで380円と
し、これを超えるときは、10リットル
ごとに130円を加算する。
※別途消費税相当額がかかります。

・�１回の収集量30リットルまで780円と
し、これを超えるときは、10リットル
ごとに260円を加算する。
※別途消費税相当額がかかります。

１か月に２回以上収集するときは、２回目から収集１回につき500円を加算する。

別表２
令和８年１月31日収集分まで 令和８年２月１日収集分から

・�１回の収集量300リットルまで3,890円
とし、これを超えるときは、10リット
ルごとに130円を加算する。
※別途消費税相当額がかかります。

・�１回の収集量300リットルまで7,800円
とし、これを超えるときは、10リット
ルごとに260円を加算する。
・�収集１回につき500円を加算する。
※別途消費税相当額がかかります。

別表３
令和８年３月31日搬入分まで 令和８年４月１日搬入分から

・�搬入量10リットルにつき70円 ・�搬入量10リットルにつき80円

●料金表（税抜）
上段：改定前　12月使用分（令和8年1月請求分）まで
下段：改定後　令和8年1月使用分（2月請求分）から

料金表 適用区分
（１ヶ月の使用量）

基本料金
（各メーターにつき月額）

基準単位料金
（1㎥につき）

Ａ 0㎥～ 25㎥ 550.00円
⇒　660.00円

71.47円
⇒　90.00円

Ｂ 26㎥～250㎥ 575.00円
⇒　690.00円

70.47円
⇒　88.80円

Ｃ 251㎥以上 830.00円
⇒　990.00円

69.45円
⇒　87.60円

●モデルケース（１ヶ月使用量における早収料金の比較）（税込）
使用量 改定前料金 改定後料金 増加額

25㎥ 2,569 円 3,201 円 632 円

50㎥ 4,507 円 5,643 円 1,136 円

あなたの住まいの耐震性は大丈夫ですか？
～木造住宅耐震診断・改修補助事業補助金～

金網ストーブをお持ちのお客様へお願い

　木造住宅の耐震診断・耐震改修にかか
る費用の一部を補助します。自宅の耐震
性を確保し、大地震に備えましょう。
◇耐震診断とは
　旧耐震基準で設計されている建物の耐
震性を確認します。健康診断同様、まずは
建物の状態を知ることから始めましょう。
◇耐震改修とは
　耐震診断の結果、耐震性が不足してい
る建物の構造を補強します。
▶対象建物
①市内に所在している
②昭和56年５月31日以前に着工されたもの
③一戸建て
④在来軸組工法により建築され、地上２
階建以下のもの

▶主な要件
①対象木造住宅を自己居住のために所有
し、本市に住民登録がある方
②世帯全員が市税などを滞納していない
▶補助額
・耐震診断
上限８万円（費用の３分の２）
・耐震改修
上限100万円（設計・工事・監理費用の
３分の２）
※予算額に達し次第、締め切り。
問都市整備課営繕室
　☎（７０）０３６６

　金網ストーブは、不完全燃焼により重
大な一酸化炭素中毒事故をおこす危険性
があります。万が一の事故に至らないた
めにも、安全機能の付いたストーブや
ファンヒーターへのお取替えを是非お願
いします。
・金網ストーブの例

▶特徴
　赤熱部分が金網でできており、この金
網を赤熱することにより暖房を行うス
トーブです。昭和48年（1973年）から昭

和53年（1978年）にかけて相当の台数
が普及しましたが、昭和55年（1980年）
に製造中止となりました（一部メーカー
は昭和62年（1987年）7月まで製造）。

「ガスと暮らしの安心」運動実施中です。
（〜 11月30日）
詳細は、キャンペーンサイトをご覧ください。
問ガス事業課保安班
　☎（７２）１１３１

耐震補助について▶
（市ホームページ）

「ガスと暮らしの安心」▶
運動キャンペーンサイト

県動物愛護センター▶
（県ホームページ）

市営ガスは、
家計にも環境にもやさしい県産天然ガス
を供給しています。
（供給しているガス種は１２Ａです。）

ペットを正しく飼いましょう
◇猫の飼い方
・屋内で飼いましょう。
・飼い主のいない猫の世話をする場合には、過度の触れ合いは避け、かまれたり
しないように注意しましょう。

〈野良猫へ餌を与えている方へー次のことを気を付けてくださいー〉
・置き餌はしない＝近隣の猫が集まる上、ハエやカラスなどにより不衛生な状態
になります。与える場所と時間を決め、食べ終わったら速やかに片付けましょう。
・排泄場所を作る＝野良猫に関するトラブルで多いのがふん尿被害です。植木の
プランターに土を入れて砂を敷くだけでトイレはできます。定期的にトイレをき
れいにして悪臭の発生を防ぎましょう。
・避妊・去勢手術をする＝野良猫を増やさないためにも手術を行いましょう。
問①〜⑤
◇さくらねこ無料不妊手術事業
　猫を捕獲し（Trap）、不妊去勢手
術を行い（Neuter）、元の場所に戻す
（Return）、ＴＮＲ活動を行う方を対
象に、不妊手術チケットを無料で交付
しています。
　手術を受けた猫は、手術済みの目印
として耳先をさくらの花びらのように
Ⅴ字カットします。
　この活動は、飼い主がい
ない猫に実施することで繁
殖を防止し、苦情や殺処分
の減少に貢献します。
問⑤

◇くみまち保護猫大譲渡会
▶日程＝12月21日㈰、
令和８年１月25日㈰、３月22日㈰
▶時間＝13時〜 16時
▶会場＝カインズ千葉ニュータウン店
（印西市泉野１－１４４－６）
▶内容＝県登録の譲渡ボランティア団
体が保護している猫と譲渡希望者との
マッチング
▶参加費＝無料（譲渡が決定した場合、
団体によっては実費程度の費用の求め
があります）
問②③

◇犬の飼い方
・犬の登録と年１回の狂犬病予防接種は、飼い主の義務です。
　狂犬病は人にもうつり、発症するとほぼ100％死亡する恐
ろしい病気です。
・飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出し、犬が狂犬病の疑いがないか獣医師
の検診を受けさせてください。
・門や玄関から犬が飛び出さないよう注意し、事故を起こさないようなしつけ、
飼い方をしてください。
・犬の放し飼いは禁止です。散歩は犬を制御できる人が、短い引き綱で行いましょう。
問①〜⑤

問①山武保健所　☎（５４）０６１１
　②千葉県動物愛護センター　☎０４７６（９３）５７１１
　③動物愛護センター東葛飾支所　☎０４（７１９１）００５０
　④公益財団法人千葉県動物保護管理協会　☎０４３（２１４）７８１４
　⑤地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６

食品ロスを意識し、作った料理は残さないようにしましょう。　問地域づくり課環境対策班　☎（７０）０３８６
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